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１ 市民自治組織活動補助金 

(１) 趣旨 

この補助金は、市民自治組織の健全な育成を図ることを目的として、市民自治組織が実施す

る活動に要した経費の一部を自治会等に対して補助するものです。 

自治会等の活動費として、自治会等に対して支払われるもので、自治会等長としての個人的

な報酬ではありません。補助金は必ず自治会等の銀行口座に繰り入れ、定例総会などで市民

自治組織活動補助金として、市から収入があったことを会員の皆さんに必ず報告してください。 

 

(２) 補助金額・上限額 

補助金上限額 ４月１日現在の会員世帯数×８５０円 

※年度途中に会員世帯数が増減した場合であっても補助金の上限額に変更はありません。 

※補助金額は、補助対象経費合計額と上限額を比較して少ない金額になります。 
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(３) 補助対象経費・補助対象外経費の区分例 

① 原則 

補助の対象となる経費は、以下のすべて満たしていることが条件になります。 

 

② 補助対象とならない経費 

(１) 会議に係る食事代、１人あたり１回１８０円を超える茶菓代 

(２) 一部の会員のみが参加する懇親会に係る経費 

(３) 人件費、賃金 

(４) 交際費、慶弔費 

(５) 会員に対する報酬・謝礼等 

(６） 自治会等が所有する資産等に係る経費 

(７) 別に市から補助を受けている団体に対する補助金等 

(８) 他の制度により市からの補助等を受けている経費 

(９) 政治・宗教活動に係る経費 

(10) その他市長が自己資金で支出することが適当と認める経費 

 

③ 補助対象経費・補助対象外経費の区分例 

区分 補助対象になる経費例 補助対象とならない経費例 

事務 

消耗品費 

事務に係る経費・消耗品費 

例：印刷代、トナー代、コピー用紙、封筒

購入代 

 

会議費 

役員会などの会議に係る費用 

例：会議での茶菓代（１人 180 円/１回）、

会議室使用料、資料印刷代 

会議に係る食事代 

例：弁当代 

１人 180円/１回を超える会議の茶菓代 

事業・ 

行事費 

事業や行事の実施に必要な経費 

例：夏祭り、餅つき大会、クリスマス会の

原材料費・行事保険料、バスチャータ

ー代、パークチケット代、販売・景品・

原材料となる酒類 

地域の年中行事 

例：御歩射 

他制度の補助を受けている経費 

一部の会員のみが参加する活動に係る 

経費 

例：役員のみの懇親会費 

酒類の購入（販売・景品・原材料は除く） 

会員に対する謝礼 

行事後の打ち上げに要する経費 

自治組織が主催でない祭礼など 

換金性の高いものに係る経費 

例：商品券、金券（抽選会等の景品として

の購入は除く） 

(１) 自治会等の会員が自ら企画・実施する活動に係る経費であること 

(２) 他制度の補助や活動の対価を受けていないこと 

(３) 集会所・倉庫等に常に設置する備品や資産でないこと 

(４) 領収書等で支出が確認できること※ 

※領収書が発行されない支出は、自治会等長の証明（署名・捺印）がある場合に限り認めます。 
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区分 補助対象になる経費例 補助対象とならない経費例 

防災 

活動費 

防災訓練・救急訓練など防災活動の実

施に必要な経費 

市や法の定めにより設置が義務付けら

れている設備に係る経費 

例：防災無線・防火水槽地代、消火器・

火災報知器設置費 

他制度の補助を受けている経費 

例：防災資機材の購入 

防災倉庫等の備蓄に係る経費 

例：非常食、防災用品（防災訓練等の実施

に必要な場合を除く） 

防犯 

活動費 

防犯活動の実施に必要な経費 

例：防犯パトロール時の腕章、ベスト、誘

導灯購入費 

他制度の補助を受けている経費 

環境 

活動費 

定期的な地区内・ごみ集積所の清掃な

ど環境活動の実施に必要な経費 

例：刈払機の燃料代・替刃代、除草剤の

購入費 

対価を受けている活動に要する経費 

例：公園管理など補助金を得ている活動 

業者等に委託した経費 

自治会等の資産となる経費 

例：ごみ集積所の常設ボックス 

広報 

活動費 

広報活動の実施に必要な経費 

例：会報誌の印刷代、公式 LINEアカウン

トの使用料 

 

備品 

購入費 

活動の実施に必要な備品の購入に係る

経費 

例：イベントで必要な椅子、テーブル、ラ

ジカセ、台車 

集会所・倉庫等に常に設置する備品や資

産の購入に係る経費 

例：エアコン、テレビ、冷蔵庫、電子レン

ジ、パソコン、プリンター、防犯カメラ、設

置・修繕工事の費用 

購入単価が１０万円以上の備品 

その他 

同一地区内で活動しており、自治会等と

共催で事業を実施している他団体への

補助金・負担金 

例：子ども会、自主防災組織、他団体と

協働で実施する単年度内の実行委員

会 

自治連合会分担金（支部活動に係るもの

は除く） 

市が補助を実施している団体への補助

金・負担金 

例：高齢者クラブ、消防団、社会福祉協議

会、まちづくり協議会 

義援金、寄付金、募金 

団体等の会費 

私道等の工事費 

土地や自治会館の維持管理に係る費用 

例：火災保険料、光熱水費、電話料金 

祝電の費用 

※交通費については、公共交通機関を使用した場合は目的地までの最低運賃、自家用車を

使用した場合は目的地までの最短距離で１キロ２０円として対象とします。 

 

 

  表に記載されていない経費でも、補助の対象となるもの、補助の対象とならないもの

がありますので、お悩みの際は事前に市民活動支援課にご相談ください。 
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(４) 補助金交付の流れ 

 自治会等 市 

４月 

 

  

５月 

 

 

 

 

 

 

 

 

８月 

 

 

 

 

翌年 １月 

 

 

２月 

 

 

 

３月 

 

 

 

※補助対象経費合計が、補助金上限額を下回る場合、差額を市に返納する必要があ

ります。 

  

②交付申請書類・会員名簿 

⑤概算払い請求書 

㋑実績報告書類・領収書 

①交付申請書類の提出依頼 

補
助
対
象
期
間
：
４
月
１
日
～
翌
年
３
月
３１
日 

④交付決定通知書を送付 

⑥補助金上限額を自治会等

の口座に振込 

㋐実績報告書類の提出依頼 

㋓交付確定通知書を送付※ 

提出 ③書類の確認 

提出 

送付 

送付 

提出 ㋒書類の確認 

送付 

送付 
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２ 行政連絡業務交付金 

(１) 趣旨 

市は、市政の円滑な推進と住民福祉の向上に資することを目的として、次の連絡業務を自治

会等に委託しています。 

業務の委託を受諾いただいた自治会等に対しては、行政連絡業務交付金を交付します。 

【連絡業務】 

① 市からのお知らせ等の配布、回覧、掲示 

② 市が実施する簡易な調査への協力 

③ その他市政発展と住民福祉の向上のために必要なこと 

 

(２) 交付金額 

・算出式 ①４月１日現在の配布可能世帯数×１００円＋②４月１日から翌年３月３１日まで

の期間に発送した回数に応じた額 

① 配布可能世帯数とは 

配布及び回覧を行っている、又は行うことが決定している世帯数を指します。 

自治会加入世帯だけでなく未加入世帯にも配布・回覧を実施している、又は実施すること

が決定している場合は、加入世帯数と未加入世帯数の合計を「配布可能世帯数」とします。 

② 発送した回数に応じた額とは 

区分 金額 

１回以上５回未満 ５，０００円 

５回以上９回未満 １０，０００円 

９回以上 １５，０００円 

 

(３) 交付金の支払い 

交付金の支払いは、自治会等が所有又は指定する口座に３月下旬ごろに振り込みます。 


